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未来の図書館 研究所 

研究所 TOPICS 

■ 第 6回ワークショップ「図書館員の未来準備」参加申込受付中 

これからの図書館を考え，未来に備える図書館員の皆様の学びの機会として，毎年開催して

おります。今回は，10月 24日（月）・28日（金）・31日（月）・11月 4日（金）の 4日間 8

科目で開催します。個人でのご参加のほか，職場スタッフの研修としてもご活用ください。 

○受講単位（日程）：受講料（すべて税込） 

・全科目（10/24,10/28,10/31,11/4）：１８，０００円 

・領域➀図書館情報システム（10/24,10/31,11/4）：８，０００円 

・領域②図書館の役割１「図書館と学び」（10/24,10/28）：５，０００円 

・領域③図書館の役割２「図書館とコミュニティ」（10/31,11/4）：５，０００円 

※定員を超えていない科目については，科目別受講（３，０００円）も可能です。ぜひご相談ください。 

事前課題がありますので，お早めにお申込みください。詳細・お申込みは，右記 QRコードまたは以下 URL をご覧ください。 

► https://www.miraitosyokan.jp/future_lib/ws/202210/ 

 

■ 第 7回シンポジウム「図書館とコミュニティアセット」 11月２８日（月）開催予定 

11月 28日（月）に，後藤真氏（国立歴史民俗博物館），井上康志氏・藤山由香利氏（都城市立図書館）をお招きし，開催いた

します。今回も，Zoom と YouTubeのライブ配信を予定しております。近日中に参加申込受付を開始予定です。 

 

■ オープンレクチャー第 6回「著作権法改正 ―デジタル社会の図書館を考える」（報告） 

8月 22日（月）に Zoom と YouTubeのライブ配信にて，表記のオープンレクチャーを開催いたしました。図書館関係者を中心

に多方面から，150名ほどの方々のご参加をいただきました。お送りくださったアンケートにも種々積極的なご回答が寄せられて

おります。誠にありがとうございました。 

 

■ 『都政新報』に当研究所所長 永田治樹の論考が掲載されました 

『都政新報』2022年 9月 6日号の「主張」に，永田が寄稿した記事「アクセスしやすい都の公共図書館」が掲載されました。 
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公
共
図
書
館
は
、
こ
こ
二
年
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
に
多
く
の
図
書
館
が

休
館
や
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
度
の
全
国
公
共
図

書
館
の
年
間
個
人
貸
出
冊
数
は
、
前
年
度
に
比
べ
て
一
六
・
五
％
の
大
幅
な
減

少
と
な
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
少
し
落
ち
着
き
日
常
が
戻
り
つ
つ
あ
る
現
時
点
で
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
こ
の
二
年
間
は
後
退
ば
か
り
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
ロ
ナ
前
は

百
に
満
た
な
い
自
治
体
の
図
書
館
し
か
導
入
し
て
い
な
か
っ
た
電
子
書
籍
貸

出
サ
ー
ビ
ス
は
、
現
在
、
三
百
を
超
え
る
自
治
体
、
千
館
以
上
の
図
書
館
で
実

施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
一
般
社
団
法
人
電
子
出
版
制
作
・
流
通
協
議

会
調
べ
）。
対
面
接
触
を
避
け
る
た
め
の
リ
モ
ー
ト
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
、
オ
ン

ラ
イ
ン
お
話
し
会
な
ど
も
多
く
の
図
書
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
著
作
権

法
が
改
正
さ
れ
、
図
書
館
か
ら
文
献
の
複
写
を
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
環
境
が
後
押
し
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ウ
ェ
ブ
会
議
が

日
常
的
に
な
り
、
距
離
や
移
動
時
間
の
制
約
な
し
に
打
ち
合
わ
せ
を
持
ち
、
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
図
書
館
は
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
守
る
た
め
に
こ

れ
ら
の
新
し
い
運
営
や
サ
ー
ビ
ス
の
ツ
ー
ル
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
な
し
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
急
速
な
変
化
は
起
こ
り
え
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。 

今
度
は
、
こ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
図
書
館
及
び
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
を
発

展
さ
せ
る
番
で
す
。
様
々
な
課
題
は
残
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
は
、「
守

り
」
だ
け
で
は
な
く
人
々
の
役
に
立
ち
、
よ
り
地
域
に
貢
献
で
き
る
図
書
館
を

目
指
す
う
え
で
も
有
効
で
す
。 

本
研
究
所
は
、
そ
の
名
前
が
示
す
通
り
、
急
激
に
変
化
す
る
社
会
状
況
の
中

で
、
今
後
、
図
書
館
が
人
々
の
成
功
と
幸
せ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
そ

の
た
め
に
は
図
書
館
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
え

て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
員
と
し
て
、
目
指
す
次
の
図
書
館
の
姿
を
、
皆
様
と
と

も
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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はこちらから ► 

https://www.miraitosyokan.jp/future_lib/ws/202210/


                                                                                                    

    

社会と個人の自由，繁栄および発展は，人間にとっての基本的

な価値である。このことは，十分に情報を得ている市民が，その民

主的権利を行使し，社会において積極的な役割を果たす能力によ

って，はじめて達成される。建設的に参加して民主主義を発展させ

ることは，十分な教育が受けられ，知識，思想，文化および情報に

自由かつ無制限に接し得ることにかかっている。 

地域において知識を得る窓口である公共図書館は，個人および

社会集団の生涯学習，独自の意思決定および文化的発展のため

の基本的条件を提供する。それは，商業的，技術的，あるいは法的

な障壁に妨げられることなく，科学や地域に関する知識をはじめと

する，あらゆる種類の知識へのアクセスを提供し，知識の生産を可

能にし，かつ共有することによって，健全な知識社会を支える。 

図書館は，どの国においても，とりわけ開発途上国において，教

育を受ける権利，および知識社会や地域の文化生活へ参加する

権利をできるだけ多くの人々が享受しうるよう支援する。 

この宣言は，公共図書館が教育，文化，社会的包摂，情報の活

力であり，持続可能な開発のための，そしてすべての個人の心のな

かに平和と精神的な幸福を達成するための必須の機関である，と

いうユネスコの信念を表明するものである。 

したがって，ユネスコは国および地方の政府が公共図書館の発

展を支援し，かつ積極的に関与することを奨励する。 

  

公共図書館 

公共図書館は，その利用者があらゆる種類の知識や情報をたや

すく入手できるようにする，地域の情報センターである。それは知識

社会の不可欠な構成要素であって，ユニバーサル・アクセスを実

現し，すべての人に情報の意味のある利用を可能にするという責

任を果たすため，情報伝達の新しい手法を継続的に取り入れる。ま

た，知識の生産と情報や文化の共有・交換に必要な，そして市民の

関与を推進するための，公共スペースを提供する。 

図書館は地域社会を育むもので，積極的に新しい利用者にも手

を差し伸べ，実効ある聞き取りによって，地域の要求を満たし生活

の質の向上に貢献するサービス企画を支援する。人々の図書館へ

の信頼に応え，地域社会への積極的な情報の提供と啓発が公共

図書館の目指すところである。  

公共図書館のサービスは，年齢，民族性，ジェンダー，宗教，国

籍，言語，あるいは社会的身分やその他のいかなる特性を問わず，

すべての人が平等に利用できるという原則に基づいて提供され

る。理由は何であれ，通常のサービスや資料の利用ができない

人々，たとえば言語上の少数グループ（マイノリティ），障害者，デジ

タル技能やコンピュータ技能が不足している人，識字能力の低い

人，あるいは入院患者や受刑者に対しては，特別なサービスと資料

が提供されなければならない。 

いかなる年齢層の人々もその要求に応じた資料を見つけ出せな

ければならない。コレクション（蔵書）とサービスには，伝統的な資

料とともに，あらゆる種類の適切なメディアと現代技術が含まれて

いなければならない。質の高い，地域の要求や状況に対応した，そ

して地域社会における言語的・文化的多様性を反映したものであ

ることが基本的要件である。資料には，人間の努力と想像の記憶

料とともに，あらゆる種類の適切なメディアと現代技術が含ま

れていなければならない。質の高い，地域の要求や状況に対

応した，そして地域社会における言語的・文化的多様性を反

映したものであることが基本的要件である。資料には，人間

の努力と想像の記憶とともに，現今の傾向や社会の進展が

反映されていなければならない。 

 

コレクション（蔵書）およびサービスは，いかなる種類の思

想的，政治的，あるいは宗教的な検閲にも，また商業的な圧

力にも屈してはならない。 

 

公共図書館の使命  

情報，識字，教育，包摂性，市民参加，および文化に関連し

た以下の基本的使命を公共図書館サービスの核にしなけれ

ばならない。これらの基本的使命を通じて，公共図書館は持

続可能な開発目標（SDGs）と，より公平で人道的な持続で

きる社会の建設に貢献する。 

 

• 検閲のない，幅広い情報や意見へのアクセスを提供し，あら

ゆる段階の正規と非正規の教育を支援するとともに，継続

的，自発的，自律的な知識の探求を可能にする生涯学習を

人生の全段階で支援する。（２） 

• 個人の創造的な発展のための機会を提供する。そして想像

力，創造性，好奇心と共感性を覚醒させる。（３）（４） 

• 生まれてから大人になるまで，子供たちの読書習慣を育成

し，それを強化する。（１） 

• 情報に基づいた民主的な社会を整備していくという観点

で，読み書き能力を向上させる識字の活動やプログラムに

着手し，援助し，関与して，あらゆる年齢層のすべての人々

のメディア・情報リテラシーとデジタルリテラシーの技能の発

達を促す。（12）（11） 

• デジタル技術を通じて，情報，コレクション，およびプログラ

ムの利用を対面でも遠隔でも可能にして，いつでも可能な

限り地域社会にサービスを提供する。 

• 社会的しくみの根幹に関わる図書館の役割を認識し，すべ

ての人々にあらゆる種類の地域情報の入手と地域をまとめ

る機会を確保する。（９） 

• 利用者の生活に影響を与える可能性のある研究成果や健

康情報など，科学的知識の利用を地域社会に提供し，科学

的進歩に関与できるようにする。 

• 地域の企業，協会，利益団体に対して適切な情報サービス

を提供する。（10） 

• 地域と先住民に関するデータ，知識，遺産 (口頭伝承を含

む)を保存し，利用できるようにする。人々の要望に沿って，

確保し，保存し，共用する資料を特定する際に地域社会が

積極的な役割を果せる環境を整備する。（８） 

• 異文化間の交流を助長し，多様な文化が存立で

きるようにする。（７） 

• 伝統的なメディアであっても，デジタル化資料ある
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積極的な役割を果せる環境を整備する。（８） 

• 異文化間の交流を助長し，多様な文化が存立できるようにす

る。（７） 

• 伝統的なメディアであっても，デジタル化資料あるいはボーン

デジタル資料であっても，文化的表現・遺産の保存および有

意義な利用，芸術性の評価，科学的知識や研究と新機軸へ

のオープン・アクセスを促進する。（５）  

 

財政，法令，ネットワーク  

＊ 公共図書館の建物への入場およびサービスは原則として無

料とし，地方および国の行政機関が責任を持つものとする。

それは国際的な協約や合意に基づいた，特定の，最新の法

令によって維持され，国および地方自治体により経費が調

達されなければならない。公共図書館は，文化，情報提供，

識字および教育のためのいかなる長期政策においても，主

要な構成要素でなければならない。 

＊ デジタル時代において，著作権と知的財産権に関する法令

は，物理的資源の場合と同様に，公共図書館に合理的な条

件でデジタルコンテンツを調達しアクセスできるようにする

法的能力を保証しなければならない。 

＊ 図書館の全国的な調整および協力を確実にするため，合意

された基準に基づく全国的な図書館ネットワークが，法令お

よび政策によって規定され，かつ推進されなければならな

い。

＊ 公共図書館ネットワークは，学校図書館や大学図書館だけ

でなく，国立図書館，広域の図書館，研究図書館および専

門図書館とも関連して計画されなければならない。 

 

運営・管理  

＊ 地域社会の要求に対応して，目標，優先順位およびサービ

ス内容を定めた明確な方針が策定されなければならない。

地域についての知識と住民参加の重要性は，このプロセス

にとって有用であり，意思決定には，地域社会の関与がなけ

ればならない。 

＊ 公共図書館は効果的に組織され，専門的な基準によって運

営されなければならない。 

＊ 地域社会のすべての人々が，サービスを実際にもまたデジタ

ル方式でも利用できなければならない。それには適切な場

所につくられ，設備の整った図書館の建物，読書および勉学

のための良好な施設とともに，相応な技術の駆使と利用者

に都合のよい十分な開館時間の設定が必要である。同様に

図書館に来られない利用者に対するアウトリーチ・サービス

も必要である。 

＊ 図書館サービスは，農村や都会地といった異なる地域社会

の要求に対応させなければならない。また，当該地域の，社

会的に排除された集団，特別な支援を必要とする利用者，

多言語の利用者，および先住民の要求にも対応する必要が

ある。 

＊ 図書館員は，デジタルと伝統的なもの双方で，利用者と資源

との積極的な仲介者である。十分な人的資源と情報資源

は，課題に対応し，適切なサービスを確実に行うためには欠

くことができない。資源が量的・質的に十分かどうかについ

て，指導層が図書館専門職と協議しなくてはならない。 

＊ 利用者がすべての資源から利益を得ることができる

は，図書館員の専門教育と継続教育と同様，現在と将来

の課題に対応し，適切なサービスを確実に行うためには欠

くことができない。資源が量的・質的に十分かどうかにつ

いて，指導層が図書館専門職と協議しなくてはならない。 

＊ 利用者がすべての資源から利益を得ることができるように，

アウトリーチおよび利用者教育のプログラムが実施されな

ければならない。 

＊ 継続的な調査研究は，政策立案者に図書館の社会的な利

益を明示するために，図書館のインパクト（影響）や収集し

たデータの評価を重視しなくてはならない。図書館がもたら

す社会の利益はしばしば次の世代に及ぶので，統計データ

については長期的に収集しなくてはならない。 

 

連携 

＊ 連携を結ぶことは，図書館がより広範なより多様な人々と

接するために不可欠である。関連する協力者，たとえば，利

用者グループ，学校，非政府組織，図書館協会，企業，そし

てその他の専門職との地域，地方，全国，国際な段階での

協力が確保されなければならない。 

 

宣言の履行 

国および地方自治体の政策決定者，ならびに全世界の図

書館界が，この宣言に表明された諸原則を履行することを，こ

こに強く要請する。 

 

 

 

＜仮訳にあたって＞ 

・ 原文 IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022. タイト

ルの訳は 1994 年版を踏襲し「ユネスコ公共図書館宣言」とした。

https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2006/

1/IFLA-UNESCO%20Public%20Library%20Manifesto% 

202022.pdf (参照 2022-09-12） 

「 ユ ネ ス コ 公 共 図 書館宣言  1994 年 （ 日 本 語訳 ） 」

https://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/japanese.pdf 

(参照 2022-09-12） 

・ 1994 年版を継承している部分については，長倉美恵子・日本図書

館協会国際交流委員会訳をそのまま使用した。改訂による異同につ

いては，今改訂で更新された部分に下線をつけた。 

・ 改訂部分も用語は基本的に 1994 年版を継承している。ただし，

1994年版を使用している個所で訳を変更した個所には，点線の下

線を施した。（例：蔵書→コレクション（蔵書），地域の図書館→広域

の図書館，学術研究図書館→研究図書館，資料源→情報資源，計

画→プログラム） 

・ 「公共図書館の使命」の部分の末尾の丸括弧内の番号は，1994

年版で全部ないしはその一部について言及があった箇条の番号で

ある。 
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■IFLA大会におけるユネスコ公共図書館宣言の改訂発表 

2022年 7月末にアイルランドのダブリンで開催された国際図

書館情報会議（IFLA[国際図書館連盟]年次総会）において，ユ

ネスコ公共図書館宣言の改訂の発表があるというので，そのセッ

ションに出席してみた。ユネスコと IFLA の担当者によるそれぞれ

の説明に続いて，出席者は数グループに分かれて，宣言をどのよ

うに活用できるかを論議した。最後に，各グループよりその結果報

告が行われた。人々や行政当局に周知するために，もっと多様な

形で流布させようという意見が多く聞かれた。 

グループでの議論で，活用事例の一つにフランスの「図書館及

び公衆の読書の発展に関する法律 2021-1717 号」1が引き合

いに出されていた。2021 年に至るまでフランスには公共図書館

法なるものがなかったこともあるが，この宣言は，開発途上国ばか

りでなく先進国においても慣行を打ち破るアドボカシー（提言）の

道具として機能している 2。 

 

■1949年から 1972年・1994年改訂まで 

ユネスコ公共図書館宣言は，1949年 5月に『公共図書館：民

衆教育の活力』3 として初めて発せられて以来，わが国を含めて，

世界中で公共図書館法令の整備に大きな影響を及ぼしてきた。

公共図書館は，「人々のために，人々によって運営される教育のた

めの民主的な機関として」「公的な行政機関のもとに設置され」

「全部もしくは大部分が公的資金で維持され」「図書，雑誌，新

聞，地図，絵画，映画，楽曲，楽譜そして録音物」などを「すべての

コミュニティ構成員に同じ条件で自由（無償）利用」で提供し，表

現の自由を確保し，市民が継続的に学び，社会で求められる役割

を果たすための能力を培う「活力のある地域社会の力」であると

いう内容である。この骨格は当初から現在のものまでずっと引き継

がれている。 

その後，1972 年の国際図書館年に際して最初の改訂 4があ

り，これまでの枠組みに添えて「公共図書館は，くつろぎや楽しみ

のための本も用意して，学生を支援し，最新の技術的，科学的，社

会情報を提供することによって，人間の精神をリフレッシュすること

に関心をもつ」とされ，図書館が趣味や娯楽等の要求に応えるこ

と，それにコミュニティにおける活動や情報技術の進展にも対応し

た。 

さらに 20 年ほど経て，社会状況の進展を踏まえた改訂が

1991 年に発議され，数年にわたる議論を踏まえ 1994年 IFLA

ハバナ大会に改定案が提出され，同年ユネスコの総合情報プロ

グラム理事会で承認された 5。この改訂は，技術進歩により拡大さ

れた資料提供の範囲とともに，いわゆる無料原則を含む，情報へ

の自由なアクセス保証など基本問題の議論などを踏まえたものだ

った 6。 

 

■ユネスコ公共図書館宣言 2022 

しかし，最新のものでも設定されてからすでに四半世紀が経過

し，この宣言も急速な情報技術と社会の変化を反映させることが

求められていた。そこで現状を踏まえた検討を始めるために，

2020年に IFLA公共図書館部門が宣言の使い勝手と有効性に 

の 

査果から， 

 

ついての調査を行った。その調査結果 7から①今日の情報社会にお

ける公共図書館の役割の再考，②社会的包摂の強化，③地域の要求

を汲み，地域の文化のアクセスやアーカイブの保存などに取り組むこ

と，④全年齢において学習や創造性を重視することなどの提案がえら

れたという。 

IFLAのWeb サイトに『今日の公共図書館の使命：公共図書館宣

言のどこが新しいか』という文書 8 がある。それでは今回の改訂の肝

として，①持続可能な開発と②知識社会における図書館という二つの

事項をあげている。最初のものは，国連の持続可能な開発目標

（SDGｓ）への支持を表明し，情報，識字，教育，および文化に関係す

る領域で，持続可能な社会をつくってゆくのに貢献する必要性をいう。

図書館は持続的な開発行為に関わるが，その視点はより公平（エクイ

ティ）で人間らしくというところにある。 

二つ目は，知識社会における図書館という位置づけである。知識社

会とは，現象的に情報や知識が行きわたっていることをいうのではな

く，知識が富の源泉となる社会という意味である。そのため知識は

人々にとって不可欠なものであり，公共図書館は，「商業的，技術的，

または法的障壁なしに」「社会のすべての構成員が知識にアクセス

し，生産し，共有するのを支援」しなくてはならない。またこれには，さま

ざまな技術的解決や，デジタルデバイドの回避，それに情報リテラシー

に関する啓発も必要であり，情報に通じた民主的な社会を整備する

ために，図書館の役割が拡大されているのである。 

今回の改訂は，知識社会における図書館という位置づけとともに，

再々強調されているように，社会的包摂や公平の問題，それに地域社

会への公共図書館のより深い関与を示唆しているのが特徴といって

よい。 
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